
○
総
務
省
告
示
第
三
百
九
十
九
号

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
五
十

九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
第
二
十
条

の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
四
十
九
年

自
治
省
告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
六
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
地
震
の
影
響
）

（
地
震
の
影
響
）

第
四
条
の
二
十

［
略
］

第
四
条
の
二
十

［
同
上
］

２

地
震
の
影
響
に
関
す
る
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
設
計
震
度
の
計
算
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る

２

［
同
上
］

。［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

液
面
揺
動
の
設
計
水
平
震
度
は
次
の
式
に
よ
る
こ
と
。

三

［
同
上
］

イ

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以

イ

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
、
第
十
二
号
、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三

地
区
ご
と
の
区
域

号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域

［
図

略
］

［
図

同
上
］

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

ハ

区
域
令
別
表
第
二
号
の
二
、
第
四
号
、
第
十
二
号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
九
号

ハ

区
域
令
別
表
第
二
号
の
二
、
第
四
号
、
第
十
一
号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
九
号

ま
で
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域

ま
で
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域

［
図

略
］

［
図

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


